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資料 1 調査団員・氏名 

(1) 基本設計調査時（平成 17 年 1 月～2 月） 

氏名 担当 所属、役職 

(1) 蔵本 文吉 総括 
独立行政法人国際協力機構 

ボリビア事務所長 

(2) 清水 利恭 技術参与 
国立国際医療センター 

国際衣料協力局 

(3) 大塚 卓哉 計画管理 
独立行政法人国際協力機構 

無償資金協力部 業務第三グループ 

保健医療チーム 

(4) 丸藤 睦 業務主任／建築計画 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(5) 河合 良夫 建築／設備計画 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(6) 村松 啓子 機材計画 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(7) 西山 謙太郎 施工計画／積算 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(8) 秦 敏晴 機材調達計画／積算 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(9) 横崎 満 通訳 システム科学コンサルタンツ株式会社 

 

(2) 基本設計概要説明調査時（平成 17 年 5 月～6 月） 

氏名 担当 所属、役職 

(1) 蔵本 文吉 総括 
独立行政法人国際協力機構 

ボリビア事務所長 

(2) 丸藤 睦 業務主任／建築計画 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(3) 村松 啓子 機材計画／地域保健 システム科学コンサルタンツ株式会社 

(4) 横崎 満 通訳 システム科学コンサルタンツ株式会社 
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資料 2 調査行程 

(1) 基本設計調査時 

日数 月日 曜日 官側 業務主任/建築計画 建築/設備計画 機材計画 施工計画/積算 機材調達計画/積算 通訳

1 1月15日 土 成田→ヒューストン→マイアミ→ 業務主任と同じ

2 1月16日 日 ラパス着、団内協議（日程等） 〃 団内協議（日程等）

3 1月17日 月
JICA・大使館表敬、大蔵省表敬、インセプ
ションレポート説明・協議

〃 成田→ヒューストン→マイアミ→ ← 業務主任と同じ

4 1月18日 火
保健省表敬、インセプションレポート説
明・協議

〃 ラパス着、保健省協議
ラパス着、中央銀行調査（為替レート、
B/A・A/P）

〃

5 1月19日 水
保健省協議（実施体制、支援体制、他ド
ナー・国際機関・NGO活動内容・進捗）

成田→ヒューストン→マイアミ→ 〃
ラパス→サンタクルス、ローカルコンサル
タント協議（自然条件調査、サイト調査）

保健省協議
ラパス→サンタクルス

〃

6 1月20日 木
国際機関・NGO協議（支援活動内容、実施
方法等）
ラパス→コチャバンバ

ラパス着
ラパス→コチャバンバ

〃
建築会社・資材店調査、アンケート用紙配
布

輸送業者調査、機材代理店調査 〃

7 1月21日 金
コチャバンバ→トリニダ
ベニ県保健局合同会議
（インセプションレポート説明・協議）

コチャバンバ→トリニダ
〃 〃

機材代理店調査
（取扱品目、見積依頼、サービス体制等）

〃

8 1月22日 土
ベニ県保健局協議（地域保健医療サービ
ス・ネットワークの現状、要請内容確
認）、ベニ県協議（調査日程）

セルカド郡　調査対象サイト踏査 〃 〃 サンタクルス→トリニダ 〃

9 1月23日 日 団内協議（調査日程） 団内協議（調査日程） 〃 資料整理 資料整理 〃

10 1月24日 月
トリニダ→サン・イグナシオ（モホス）、
モホス郡保健事務所協議

セルカド郡　調査対象サイト踏査 〃
建築会社・資材店調査
アンケート用紙配布（労務状況、資材調
達、価格、輸送方法、建機、実績等）

トリニダ→サン・イグナシオ（モホス）、
モホス郡保健事務所協議

〃

11 1月25日 火
モホス郡　調査対象サイト踏査
サン・イグナシオ→トリニダ

〃 〃 〃 モホス郡　調査対象サイト踏査 〃

12 1月26日 水
ベニ県協議（調査日程）、トリニダ市内調
査対象サイト踏査、団内協議（日程）

セルカド郡　調査対象サイト踏査、団内協
議

〃
サンタクルス→トリニダ、団内協議（調査
日程等）、トリニダ→サン・イグナシオ

〃 〃

13 1月27日 木 成田発 トリニダ→ラパス セルカド郡　調査対象サイト踏査 〃 モホス郡　調査対象サイト踏査 〃 〃

14 1月28日 金

ラパス着
JICA・大使館表敬、大蔵省・保健省表敬・
協議（要請内容、開発計画）、類似施設踏
査（社会保険病院）

← 〃 〃
モホス郡　調査対象サイト踏査
サン・イグナシオ→トリニダ 〃 〃

15 1月29日 土 ラパス→サンタクルス ← 資料整理 〃
トリニダ→サン・ラモン
マモレ郡　調査対象サイト踏査

〃 〃

16 1月30日 日 サンタクルス→トリニダ ← 〃 〃 サン・ラモン→サン・ホアキン サン・イグナシオ→トリニダ 〃

17 1月31日 月
ベニ県庁表敬、調査対象施設および類似施
設踏査（母子病院、准看護学校、保健所、
診療所）

← セルカド郡　調査対象サイト踏査 〃 マモレ郡　調査対象サイト踏査 セルカド郡　調査対象サイト踏査 〃

18 2月1日 火
調査対象施設および類似施設踏査（ヘルマ
ン・ブッシュ病院、トリニダ市近郊の保健
所）、ベニ県庁との要請内容協議・確認

← 〃 〃

サン・ホアキン→サンタ・ロサ・デ・ビゴ
マモレ郡　調査対象サイト踏査
サンタ・ロサ・デ・ビゴ→プエルト・シレ
ス

〃 〃

19 2月2日 水
ベニ県庁協議（ミニッツ案）
トリニダ→サンタクルス→ラパス

← 〃 〃
マモレ郡　調査対象サイト踏査
プエルト・シレス→サン・ホアキン→トリ
ニダ

〃 〃

20 2月3日 木 保健省（ミニッツ協議／大臣・総括署名） ← 〃 〃 積算関連調査 〃 〃

21 2月4日 金
大蔵省（ミニッツ協議／大臣・ベニ県知事
署名）、JICA・大使館報告

← 〃 〃

トリニダ→コキナル（エクサルタシオ
ン）、
ヤクマ郡　調査対象サイト踏査
コキナル→トリニダ

〃 〃

22 2月5日 土 補足調査 ← 〃 〃 資料整理 〃 〃

23 2月6日 日 ラパス発 ラパス→トリニダ 資料整理 〃 資料整理 資料整理 〃

24 2月7日 月 －
ベニ県庁およびベニ県保健局協議
（地域保健医療ネットワーク等）

セルカド郡　調査対象サイト踏査（No.7） 〃 セルカド郡　調査対象サイト踏査 セルカド郡　調査対象サイト踏査 〃

25 2月8日 火 成田着
ベニ県庁およびベニ県保健局協議
（サイト状況調査進捗状況等）

セルカド郡　調査対象サイト踏査
（No.10）

〃 〃 〃 〃

26 2月9日 水 ベニ県庁（現地調査結果覚書協議） 施設計画案策定 〃 施工計画案策定 〃 〃

27 2月10日 木 ベニ県庁（現地調査覚書協議） 〃 〃 〃 〃 〃

28 2月11日 金 ベニ県庁（現地調査覚書協議／署名） 〃 〃 トリニダ→サンタクルス 〃 〃

29 2月12日 土 資料整理 〃 機材計画案策定 アンケート用紙回収 〃 〃

30 2月13日 日 トリニダ→コチャバンバ→ラパス トリニダ→サンタクルス 業務主任と同じ 資料整理
機材調達計画作成
トリニダ→サンタクルス

〃

31 2月14日 月
JICA報告、保健省報告（現地調査覚書説
明）

建築会社・資材店調査 〃 アンケート用紙回収
機材代理店調査
（見積回収、管理体制等）

〃

32 2月15日 火 大使館報告 サンタクルス→マイアミ→ニューヨーク 〃 〃 〃 〃

33 2月16日 水
ラパス→サンタクルス→マイアミ→ニュー

ヨーク
ニューヨーク→

ラパス→サンタクルス→マイアミ→ニュー
ヨーク

サンタクルス→マイアミ→ニューヨーク ←

34 2月17日 木 ニューヨーク→ 成田着 ニューヨーク→ ← ←

35 2月18日 金 成田着 成田着 ← ←  
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(2) 基本設計概要説明調査時 

日数 月日 曜日 官側 業務主任/建築計画 機材計画／地域保健 通訳

1 5月22日 日
成田→ヒューストン→マイアミ

（ラパス行き乗客は降機、待機）
業務主任と同じ

2 5月23日 月 マイアミ（ラパス行き乗客、継続待機） 〃

3 5月24日 火 マイアミ→サンパウロ→ 〃

4 5月25日 水 日程変更協議
サンパウロ→ラパス
JICA表敬・日程変更協議

〃

5 5月26日 木 資料整理、日程調整 〃 業務主任と同じ

6 5月27日 金

保健省表敬、基本設計概要書の説明・協議
ラパス→コチャバンバ→トリニダ
ベニ県庁表敬、基本設計概要書の説明・協
議

〃 〃

7 5月28日 土
No.7 CS-サン・ハビエル代替用地の確認、
ベニ県庁にて基本設計概要書の説明・協
議、およびミニッツ案協議

〃 〃

8 5月29日 日 トリニダ→ラパス 〃 〃

9 5月30日 月
JICA報告（ミニッツ案協議含む）、大蔵省
および保健省協議（ミニッツ案）

← 〃 〃

10 5月31日 火
JICAボリビア事務所（ベニ県知事とのミ
ニッツ協議／ベニ県知事署名）

← 〃 〃

11 6月1日 水
保健省（大臣・総括ミニッツ署名）、大蔵
省（次官ミニッツ署名）、大使館報告

← 〃 〃

12 6月2日 木
ラパス→サンタクルス→マイアミ→

ニューヨーク
〃

13 6月3日 金 ニューヨーク→ 〃

14 6月4日 土 成田着 〃
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資料 3 相手国関係者リスト 

 

保健スポーツ省（Ministerio de Salud y Deportes） 
Fernando Antezana A. 大臣（基本設計調査時） 
Rosario Quiroga Morales 大臣（概要説明調査時） 
Mercedes Cuellar 副大臣 
Fidel Cajias 保健計画局長 
Fernando Espinoza Osorio 保健総局長 
Fernando Cisneros del Carpio 国際協力総括調整官 
Cristian J.A. Pereira Stambuk 保健改革プログラム局長 
Ronald Lagrava Burgoa 医療改革担当官（EXTENSA コーディネーター） 

 

大蔵省 公共投資･対外経済協力局 
（Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversion Publica y Financiamiento Externo） 

Rodrigo Castro O. 事務次官 
Victor Hugo Bacarreza Ch. 対外経済局長 
Ivonne Cuba Aguirre 債務償還折衝局長 
María Eugenia Jurado Albarracin 日本担当官 
Erick Soto 事務官 

 

ベニ県（Prefectura del Beni） 
Fernando Avila Cháves 県知事 
Adalberto Cuellar Viruez 副知事 
Gaston Medrano Anez 社会開発局長（基本設計調査時） 
Carlos Boris Arteaga Chavez 社会開発局長（概要説明調査時） 
Eduardo Solares Garcia 保健局長 
Jesus Justiniano ベニ県 EXTENSA コーディネーター 
Juan Carlos Sakamoto Paz 保健調整官 
Moises Shiriqui Bejarano トリニダ市長 
José Antonio Melgar B. サンハビエル市長 
Hugo Vargas Lima Lobo サンホアキン市長 
Sixto Vejarano Congo サンイグナシオ市長 
Carlos Alberto Cuellar プエルト･シレス市長 

José Jesus Villavicencio K. エクサルタシオン市長 
 

ヘスス・バルガス母子病院（Hospital Materno Infantil Jesus Vargas） 
Targe Pinto Parada 院長 
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国立熱帯医学研究所 (Centro National Enfermedades Tropicales:CENETROP) 
Jorge Vaegas Flores 所長 
Alberto Gianella Peredo 所長顧問（前所長） 

 

カナダ国際開発庁（Oficina de Cooperación Canadiense: CIDA） 
Yara Carafa 医療プログラム担当官 
Julio Von Vacano S. De L. 保健分野専門家 

 

在ボリビア日本国大使館 
白川 光德 特命全権大使 
中村 一博 参事官 
野津 裕之 二等書記官 
 

JICA ボリビア事務所 
蔵本 文吉 事務所長 
佐藤 真司 所員 
光岡 真希 企画調査員 
Guido Monasterios Vergara 在外専門調整員 
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資料 4-1 討議議事録（基本設計調査時） 
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ボリビア国 

ベニ県南部地域医療保健施設改善計画基本設計調査 

協議議事録 

（仮訳） 
 
 
 日本国政府は、ボリビア国政府からの要請に基づき「ベニ県南部地域医療保健施設改善計画」（以下
「プロジェクト」と記す）に係る基本設計調査の実施を決定し、その調査実施を独立行政法人国際協
力機構（以下「JICA」と記す）に委託した。 
 
 JICA は、ボリビア国へ JICA ボリビア事務所の蔵本文吉所長を団長とする基本設計現地調査団（以
下「調査団」と記す）を派遣し、2005年1月16日から2月16日までボリビア国に滞在する予定であ
る。 
 

調査団は、ボリビア国政府関係者等と協議すると共に、調査対象地域において現地踏査を実施した。 
 
 協議及び現地踏査の結果、ボリビア国側・日本側双方は附属書に記述された主要事項について確認
した。日本側は、今後更に調査を継続して基本設計調査報告書を作成する予定である。 
 
 

ラパス 

2005年2月3日 

 

 

 

 
  

蔵本 文吉 
団長 
基本設計現地調査団 
独立行政法人国際協力機構 

フェルナンド・S・アンテザーナ・アラニバール 
大臣 
保健スポーツ省 
ボリビア国 

 
 
 

  
 

フェルナンド・アビラ・チャベス 
知事 
ベニ県 
ボリビア国 

 
 
 

  
 

ロドリゴ・カストロ・O 
次官 
大蔵省 
ボリビア国 
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附属書 
 
1 プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、対象地域の保健医療機関における施設建設・機材調達、これら機関への適切な
予算措置、人員配置及び運営維持管理等を通じ、ボリビア国ベニ県下の保健医療機関が提供する地
域保健医療サービスが改善されることを目的とする。 

 
2 プロジェクトの対象地域及び対象サイト 

ボリビア国側から要請のあった本プロジェクトの対象地域は、ベニ県セルカド郡、ヤクマ郡、モホ
ス郡及びマモレ郡の4郡である。また、本プロジェクトの対象サイトは、これら4郡に位置する保
健医療機関（病院、診療所、保健所等）37 施設である。対象サイトの名称及び分布については添
付資料1に示したとおりである。 

 
3 プロジェクトの責任機関及び実施機関 

本プロジェクトの責任機関はボリビア国保健スポーツ省、また、実施機関はボリビア国ベニ県（窓
口はベニ県保健局）である。これら3機関の組織図は添付資料2に示したとおりである。 

 
4 ボリビア国側からの要請内容 

協議の結果、ボリビア国側は、最終的に添付資料3に示した施設の建設（新築あるいは改築）及び
添付資料 4 に示した機材の調達を日本側に対して要請した。JICA は、今後の国内解析により要請
の妥当性を検討し、無償資金協力として適切であると判断した場合には日本国政府にその承認を推
薦する。 

 
5 無償資金協力の仕組み 

(1) 調査団は、添付資料5に記載された日本国の無償資金協力の仕組みについてボリビア国側に説明
し、ボリビア国側はそれを理解した。 

(2) ボリビア国側は、日本国政府が本プロジェクトに対する無償資金協力の実施を承認した場合、そ
の円滑な実施のために添付資料6に記載された事項を実施することを確約した。 

 
6 今後の調査スケジュール 

(1) 調査団は、引続き2005年2月16日まで現地調査を継続する。 

(2) JICAは、国内解析を踏まえて基本設計概要書を作成する。また、基本設計概要説明調査団を2005
年5月頃に派遣し、基本設計概要についてボリビア国側に説明すると共にボリビア国側の必要準
備事項を確認する。 

(3) 基本設計概要書の内容について、ボリビア国側に原則的に受入れられた場合、JICA は基本設計
調査報告書を作成し、2005年7月頃にボリビア国側に送付する。 

 
7 その他の協議事項 

(1) ボリビア国側は、本プロジェクトの実施までに対象施設・機材の運営維持管理に必要な人員配置
及び予算措置を適切に行うことを日本側に対して確約した。また、要請サイトのうち現時点で適
切な人員配置及び予算措置がなされていないサイトについては、ボリビア国側から2005 年 4月
15 日までに新たな配置人員の配置時期、配置先、職種、人数等の配置計画及び予算計画が提示
されない場合、対象としないことで双方合意した。 

(2) 施設の建設については、双方はボリビア国側から最終的に要請のあったサイト14施設に係るA、
B、C の優先を確認した。今後、日本側は、これら分類に基づき各要請サイトの本プロジェクト
協力対象としての妥当性に係る国内解析を行い、2005 年 5 月頃の基本設計概要説明調査におい
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て最終的な対象サイトを確定することで双方合意した。 

(3) 機材の調達については、ボリビア国側から最終的に要請のあったサイト 37 箇所に対する機材品
目リストに基づき、今後、日本側が適正となるべく機材の国内解析を行い、2005 年 5 月頃の基
本設計概要説明調査において最終的な対象サイト及び機材品目を確定することで双方合意した。 

(4) ボリビア国側は、本プロジェクトにおいて整備する施設及び機材の維持管理及び各対象サイトが
提供する地域保健医療サービスの質の向上に係る技術支援（ソフト・コンポーネント）の実施を
日本側に対して要請した。 

(5) ベニ県下の保健医療機関が提供する地域保健医療サービスを改善するためには、本プロジェクト
による施設・機材の整備に加え、保健医療従事者の人材育成、地域コミュニティの活用等の人材
開発面での取組み、レファラル及びカウンターレファラルシステムの構築等が必要であることを
双方確認した。かかる認識に基づき、ボリビア国側から日本側に対してこれらの課題に関わる技
術協力の要請があり、日本側は、本プロジェクトと連携した技術協力プロジェクトの実施可能性
につき検討する旨回答した。 

(6) 本プロジェクトを効果・効率的に実施するにあたり、実施機関であるベニ県は、「大衆参加法」
及び「地方分権化法」に基づきベニ県下の地方自治体（市町村）と十分に調整及び手配を行うこ
とが重要であることを双方確認した。 

 
 
添付資料1： 対象サイト位置図 
添付資料2： 責任機関及び実施機関組織図 
添付資料3： 要請施設リスト 
添付資料4： 要請機材リスト 
添付資料5： 無償資金協力の仕組み 

添付資料6： 両国政府の主要負担事項 
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資料 4-2 討議議事録（基本設計概要説明調査時）
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ボリビア国 

ベニ県南部地域医療保健施設改善計画基本設計概要説明調査 

協議議事録 

（仮訳） 

 
 
 独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と記す）は、2005 年 1 月及び 2 月、ボリビア国に対
して「ベニ県南部地域医療保健施設改善計画」に係る基本設計現地調査団を派遣し、ボリビア国
政府関係者との協議、サイト調査、及びその後の日本国内での国内解析を踏まえて基本設計概要
書を取りまとめた。 
 
 今般、JICA は、基本設計概要書の内容をボリビア国政府関係者に説明し、協議することを目的
として、2003 年 5 月 25 日から 6 月 2 日まで、JICA ボリビア事務所の蔵本文吉所長を団長とする
基本設計概要説明調査団（以下「調査団」という）をボリビア国に派遣した。 
 
 協議の結果、双方は附属書に記載された主要事項について確認した。調査団は、さらに調査を
継続し、基本設計調査報告書を取りまとめる。 
 
 

ラパス 
2005 年 6 月 1 日 

 
 
 

  

蔵本 文吉 
団長 
基本設計概要説明調査団 
独立行政法人国際協力機構 

ロサリオ・キロガ・モラレス 
大臣 
保健スポーツ省 
ボリビア国 

 
 
 
 

  

 
フェルナンド・アビラ・チャベス 
知事 
ベニ県 
ボリビア国 

 
 
 
 

  

 
ロドリゴ・カストロ・O  
次官 
大蔵省 
ボリビア国 
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附属書 

 
 
1 基本設計の内容 

ボリビア国側は、調査団が説明した基本設計概要書の内容について原則的に合意した。計画対
象サイトは添付資料 1に示す通りである。 
 
2 無償資金協力の仕組み 

調査団は、2005 年 2 月 3日に両者が署名した協議議事録の添付資料 5及び 6 に記載されている
日本の無償資金協力の仕組み及びボリビア国側が行う負担事項について説明し、ボリビア国側は
これを理解した。 
 
3 調査日程 

JICA は、基本設計調査報告書を完成させ、2005 年 7 月を目途にボリビア国側に送付する。 
 
4 その他の協議事項 

(1) 日本国側およびボリビア国側の負担区分 
 建設工事および資機材調達に関する日本国側とボリビア国側の負担区分は添付資料 2 に示す通
りである。ボリビア国側は、ボリビア国側負担区分を確実に履行することを約束した。 
 
(2) ボリビア国側分担事項 
1) 用地の確保 
 ベニ県は、計画施設の建設に必要な公共用地が基本設計概要書に示されるとおりに確保されて
いることを調査団へ説明した。ただし、ベニ県は、No.7 CS-San Javier については、既存 CS 施
設を解体撤去して施設を建替える計画としているが、既存 CS 施設近隣の公共用地（既存 CS より
約 100m 北方、敷地面積約 810m2）が本計画に利用可能であるため、サン・ハビエル市との合意に
基づき、建設用地を変更したい旨を調査団に要請した（添付資料 3を参照）。調査団はこの要請を
日本国側に伝達すると述べた。 
 
2) 工事用仮設用地 
 調査団は、工事用仮設用地については、No.1 トリニダ准看護学校、No.3 CS-Loma Suarez、No.6 
CS-Villa Vecinal、No.7 CS-San Javier、No.11 CS-Puerto Siles の 5 サイトにおいて建設資機
材ストック・ヤードとしてそれぞれ 700m2 の用地が建設用地の外に必要となること、さらにトリ
ニダ市内に中央ストック・ヤードとして約3,400m2の用地が必要であることをベニ県へ説明した。
ベニ県は、関係する市との合意に基づき、これら用地を日本側の建設工事開始前までに確保する
ことを約束すると同時に、医療機材の調達においても、一時保管倉庫と警備員等が必要となる場
合には、これを確保することを約束した。 
 
3) インフラ等 
 ベニ県は、No.7 CS-San Javier、No.10 PS-San Pedro Nuevo、No.11 CS-Puerto Siles、No.12 
PS-Santa Rosa de Vigo、No.37 PS-Villa Monasterio の 5 施設については、本年 1 月～2 月の現
地調査期間中、公共電力の供給がなされていなかったが、その後、電力供給が開始されたため、
当該 5 施設を「電力が使用可能な施設」とし、その施設・機材の計画内容を変更するよう、調査
団に要請した（添付資料 3 を参照）。調査団は、この要請を日本国側に伝達すると述べた。 
 
(3) 施設計画 
 調査団は、基本設計概要書に示される施設計画が、一部検討中のものを含み、屋根仕様と給排
水設備計画が、今後、修正される可能性があることをベニ県に説明し、ベニ県はこれを了解した。 
本件に関連し、ベニ県は、特に屋根仕様についてはベニ県の気象条件に充分留意して計画する

よう調査団へ要請した（添付資料 3を参照）。調査団は、この要請を日本国側に伝達すると述べた。 
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(4) 機材計画 
 調査団は、基本設計概要書に示される保健所 7 施設・診療所 11 施設へのモーター・バイクの整
備が実施困難である中、新設診療所 5 施設への整備のみが実施の可能性が残されていること、更
に、診療所 3 施設への船外機付きボート整備が実施困難であることをボリビア国側へ説明した。
ベニ県は、これらの機材の必要性が高いため、基本設計概要書のとおりに計画に盛り込むよう調
査団へ要請した。調査団は、これらを協力対象とすることは困難であることを再度ボリビア国側
に説明するとともに、この旨を日本国側に伝達すると述べた。 
 また、ベニ県は、No.36 Hospital San Ramon の既存歯科診療台が極めて老朽化しているため、
その更新を機材計画に含めるよう調査団に要請した。調査団は、この要請を日本国側に伝達する
と述べた。 
 
(5) 運営・維持管理 
 ベニ県は、大衆参加法 1551 号の規定に従い、本計画の実施完了後は、計画施設・機材の運営・
維持管理業務を関係自治体に委譲し、関係自治体の負担が著しく大きくなる場合には、ベニ県が
県予算で負担軽減を行い、円滑な運営・維持管理を図ることを約束した。 
 
(6) 人員配置 
 本計画の完了後の計画施設・機材の運営・維持管理に必要な人員配置に関し、ボリビア国側は、
大衆参加法 1551 号の規定に従って、保健省が准看護師を除く医療従事者を配置し、ベニ県が准看
護師および必要に応じて正看護師を配置し、更に関係自治体が、必要に応じて事務・その他人員
を配置することを約束した。 
 
(7) 技術協力の必要性 
 ボリビア側は、本計画に連携した形で、日本の技術協力、特に、地域保健医療ネットワーク強
化プログラム（PROFORSA）の導入および実施について日本側に要請した。調査団は、この要請を
日本国側に伝達すると述べた。 
 
 添付資料 1： 計画対象サイト一覧 
 2： 日本国側およびボリビア国側の負担区分 
 3： ベニ県要請書 
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資料 5 事業事前計画表（基本設計時） 
1 案件名 

ボリビア国 ベニ県南部地域医療保健施設改善計画 

2 要請の背景（協力の必要性･位置付け） 

 (1) 本計画対象地であるボリビア共和国（以下ボ国と称する）ベニ県は、ボ国の北部に位置する開発

の遅れたアマゾン川源流の低地である。総面積 21 万 km2で日本の本州に匹敵する広大な土地を有

し、人口はわずか約 36 万人（2001 年国勢調査）で、その 3 分の 2は都市及びその周辺部に集中し、

残りは河川の沿岸部に分散する。雨期（11 月～3 月）には県土の約 40%が冠水するといわれている。

(2) ベニ県の保健概況をみると、5 歳未満児では肺炎（11%）、敗血症（11％）、栄養失調（7%）等によ

る死亡が多く、予防・早期治療や家庭における正しいケアが行われていれば死に至らないはずの疾

患によって死亡している。また、１人の女性が一生の間に産む子供数の平均（合計特殊出生率）は

全国平均 3.8（2004 年）に対しベニ県平均は 4.2（2004 年）で、都市部は 3.9（2004 年）と全国平

均並みであるが農村部では 7.3 と倍近く高い。一方、妊産婦死亡の原因として出血、子癇、危険な

中絶等が上位を占めており、多産傾向の中で周産期ケアが重要であることが示唆されており、総じ

て母子保健分野の対策が必要であることが明らかである。 

(3) このような状況の中、ボ国政府は、中央政策として国家経済社会開発総合計画「プランボリビア

2003-2007 年」を策定すると同時に、2001 年に世界銀行や国際通貨基金（IMF）の支援によって 2015

年までの長期にわたる貧困削減目標を意識した「ボリビア貧困削減戦略（EBRP）」を策定している。

この EBRP を念頭に保健医療セクターでは、開発計画「国家保健政策（2004-2007 年）」が策定され、

「公平なアクセス及び効率的で普遍的な国家統一保健システムの構築」を目標に、「医療の社会保

障拡大」と「組織管理の充実」の 2項目の重点施策が掲げられている。 

(4) 地方行政として、ベニ県は「ベニ県社会経済開発 5 カ年計画（2004-2009）」を策定し、保健分野に

ついては地理的・技術的に医療サービスへのアクセスの公平性が確保されていないことを問題提起

しつつこれを改善するため、「母子無料診療制度の適用範囲拡大」「医療ニーズに適合した保健所の

医療機材の改善」「医療従事者の技術向上」「保健サービス・ネットワークの再構築」「過疎地病院

への専門医配置強化」等を対策項目として掲げている。 

(5) 上記のとおり、同県では小児感染症対策や妊産婦ケアといった母子保健を含むプライマリー･ヘル

スケア（PHC）の強化が緊急の課題となっているものの、PHC 活動の基盤となる地域保健ネットワ

ーク･システムが十分に機能していない。したがって、この問題を解決するため、包括的な施設の

改善と機材整備によるネットワーク強化を通じて地域保健サービスを改善することが必要となっ

ている。 

3 プロジェクト全体計画概要 

（1）プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

 本計画はベニ県南部の地域保健ネットワークを強化するため、住民が直接アクセスする 1次医療施

設である診療所・保健所、及び専門医による受診が可能な 2 次医療施設である県病院へのアクセス

の改善と、保健医療サービスを供給する准看護師を育成することによって保健医療サービスの質を

向上することを目的とし、3 郡（セルカド郡、モホス郡、マモレ郡）の県病院・保健所・診療所・

准看護学校の建て替え、新設及び機材整備を実施するものである。 
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裨益対象の範囲及び規模：ベニ県セルカド郡 8.3 万人、モホス郡 2.2 万人、マモレ郡 1.2 万人の住

民合計約 11.7 万人（2001 年国勢調査） 

 

（2）プロジェクト全体計画の成果 

 ① ベニ県住民が質の高い保健医療サービスにアクセスできる。 

 ② ベニ県南部地域における地域保健ネットワークが強化される。 

 ③ 協力対象施設（医療施設・准看護学校）において公衆衛生普及活動も含めた効果的な運用が行われ

る。 

 

（3）プロジェクト全体計画の主要活動 

① 協力対象施設の施設新築・増築及び機材の調達を行う。 

 ② 協力対象施設の運営に必要な医療従事者を配置する。 

③ 老朽機材の撤去及び運営に必要な機材（家具等）を調達する。 

 ④ 機材操作・管理運用のための技術支援を実施する。 

 

（4）投入(インプット) 

【日本側】 

無償資金協力 8.63 億円 

【相手国側】 

① 医療従事者等の配置 

② 医療施設・設備、機材の運営･維持管理に係る経費 

③ 用地整備と障害物の撤去 

 

（5）実施体制 

責任機関：保健スポーツ省保健総局 

実施機関：ベニ県保健局 

4 無償資金協力案件の内容 

（1）サイト 

ボ国ベニ県セルカド郡、モホス郡、マモレ郡 

（2）概要 

① 対象地域： ベニ県セルカド郡、モホス郡、マモレ郡 

1 准看護学校 施設の建て替え及び医療機材調達 

7 保健所 5 保健所の建て替え、及び全 7 保健所の医療機材調達 

14 診療所 2 診療所の新設及び 1 診療所の建て替え、並びに全 14 診療所
の医療機材調達 

② 内容･規模： 
(計 25 施設) 

3 県病院 2 県病院での増築、及び全 3 県病院の医療機材調達 

県病院･保健所
の医師及び検査
技師 

医療施設における検査機器の検査精度・検査技術の向上によ
る保健医療サービスの質の改善 

③医療従事者
への技術指導 
（ソフト･コン
ポーネント）： 
(計 45 人) 

保健所･診療所
の准看護師 

医療施設における母子保健にかかる保健医療サービスの質の
改善 
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（3）相手国側負担事項 

・建設用地及び工事用仮設施設用地の確保 

・敷地造成、障害物の解体撤去、業務用家具の調達、囲い塀門扉の整備及び電気、給水、通信等の

引き込み工事等 

（4）概算事業費 

8.67 億円（無償資金協力 8.63 億円、ボリビア国側負担 0.04 億円） 

（5）工期 

詳細設計･入札期間を含め約 18 ヶ月（予定） 

（6）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

 特になし。 

5 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 

ベニ県の人口が急激に増減変動しない。 

6 過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし。 

7 プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（1）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

 

（2）評価のタイミング 

施設完成（2007 年）以降 

 

 
 
 
 
 

裨益対象
実施前

(2004年)

施設完成

(2007年)以降

1)
①

県病院・保健所の機材整備による新

規診療サービス（内科、外科、小児
科、産婦人科及び歯科）の供給

県病院2施設（マモレ郡）、保健所5施

設（セルカド郡4施設、マモレ郡1施
設）の対象人口（約10万人）

診療件数：43,760件

手術件数：175件
歯科件数：27,148件
帝王切開件数：546件

増加する

② 保健所・診療所の建て替えと機材整

備による適切な医療サービスへのア
クセス改善

保健所5施設（セルカド郡4施設、マモ

レ郡1施設）及び診療所1施設（セルカ
ド郡1施設）の対象人口（約1.2万人）

診療件数：8,912件 増加する

③
診療所新設による地域保健ネット

ワークの充実・拡大

診療所新設がカバーするトリニダ市内2

施設およびモホス郡の3施設対象人口
（約0.7万人）

診療件数：0件

(該当地区に施設がないた
め)

増加する

2) 医療施設間の連携強化による地域保

健医療サービスの質の改善

保健サービス・ネットワークが構築さ

れる対象3郡の人口（約13万人）

患者搬送数：144件

巡回産後検診数：1,711件
増加する

3)

准看護学校の教育環境の改善
入学可能性のあるベニ県の学生(定員60

名の隔年入学・2年教育）及び再教育で
准看護学校を活用する医療従事者

図書室：なし

実習室：なし
実習機材：不足

図書室、実習室及び実

習機材の整備調達によ
り、供給する教育の質
と輩出する学生の質が
改善する

出典：基本設計調査質問票回答、SNISデータベース2004（保健スポーツ省）

成果指標

保健医療施設へのアクセス改善
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資料 4-1 討議議事録（基本設計調査時） 
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ボリビア国 

ベニ県南部地域医療保健施設改善計画基本設計調査 

協議議事録 

（仮訳） 
 
 
 日本国政府は、ボリビア国政府からの要請に基づき「ベニ県南部地域医療保健施設改善計画」（以下
「プロジェクト」と記す）に係る基本設計調査の実施を決定し、その調査実施を独立行政法人国際協
力機構（以下「JICA」と記す）に委託した。 
 
 JICA は、ボリビア国へ JICA ボリビア事務所の蔵本文吉所長を団長とする基本設計現地調査団（以
下「調査団」と記す）を派遣し、2005年1月16日から2月16日までボリビア国に滞在する予定であ
る。 
 

調査団は、ボリビア国政府関係者等と協議すると共に、調査対象地域において現地踏査を実施した。 
 
 協議及び現地踏査の結果、ボリビア国側・日本側双方は附属書に記述された主要事項について確認
した。日本側は、今後更に調査を継続して基本設計調査報告書を作成する予定である。 
 
 

ラパス 

2005年2月3日 

 

 

 

 
  

蔵本 文吉 
団長 
基本設計現地調査団 
独立行政法人国際協力機構 

フェルナンド・S・アンテザーナ・アラニバール 
大臣 
保健スポーツ省 
ボリビア国 

 
 
 

  
 

フェルナンド・アビラ・チャベス 
知事 
ベニ県 
ボリビア国 

 
 
 

  
 

ロドリゴ・カストロ・O 
次官 
大蔵省 
ボリビア国 
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附属書 
 
1 プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、対象地域の保健医療機関における施設建設・機材調達、これら機関への適切な
予算措置、人員配置及び運営維持管理等を通じ、ボリビア国ベニ県下の保健医療機関が提供する地
域保健医療サービスが改善されることを目的とする。 

 
2 プロジェクトの対象地域及び対象サイト 

ボリビア国側から要請のあった本プロジェクトの対象地域は、ベニ県セルカド郡、ヤクマ郡、モホ
ス郡及びマモレ郡の4郡である。また、本プロジェクトの対象サイトは、これら4郡に位置する保
健医療機関（病院、診療所、保健所等）37 施設である。対象サイトの名称及び分布については添
付資料1に示したとおりである。 

 
3 プロジェクトの責任機関及び実施機関 

本プロジェクトの責任機関はボリビア国保健スポーツ省、また、実施機関はボリビア国ベニ県（窓
口はベニ県保健局）である。これら3機関の組織図は添付資料2に示したとおりである。 

 
4 ボリビア国側からの要請内容 

協議の結果、ボリビア国側は、最終的に添付資料3に示した施設の建設（新築あるいは改築）及び
添付資料 4 に示した機材の調達を日本側に対して要請した。JICA は、今後の国内解析により要請
の妥当性を検討し、無償資金協力として適切であると判断した場合には日本国政府にその承認を推
薦する。 

 
5 無償資金協力の仕組み 

(1) 調査団は、添付資料5に記載された日本国の無償資金協力の仕組みについてボリビア国側に説明
し、ボリビア国側はそれを理解した。 

(2) ボリビア国側は、日本国政府が本プロジェクトに対する無償資金協力の実施を承認した場合、そ
の円滑な実施のために添付資料6に記載された事項を実施することを確約した。 

 
6 今後の調査スケジュール 

(1) 調査団は、引続き2005年2月16日まで現地調査を継続する。 

(2) JICAは、国内解析を踏まえて基本設計概要書を作成する。また、基本設計概要説明調査団を2005
年5月頃に派遣し、基本設計概要についてボリビア国側に説明すると共にボリビア国側の必要準
備事項を確認する。 

(3) 基本設計概要書の内容について、ボリビア国側に原則的に受入れられた場合、JICA は基本設計
調査報告書を作成し、2005年7月頃にボリビア国側に送付する。 

 
7 その他の協議事項 

(1) ボリビア国側は、本プロジェクトの実施までに対象施設・機材の運営維持管理に必要な人員配置
及び予算措置を適切に行うことを日本側に対して確約した。また、要請サイトのうち現時点で適
切な人員配置及び予算措置がなされていないサイトについては、ボリビア国側から2005 年 4月
15 日までに新たな配置人員の配置時期、配置先、職種、人数等の配置計画及び予算計画が提示
されない場合、対象としないことで双方合意した。 

(2) 施設の建設については、双方はボリビア国側から最終的に要請のあったサイト14施設に係るA、
B、C の優先を確認した。今後、日本側は、これら分類に基づき各要請サイトの本プロジェクト
協力対象としての妥当性に係る国内解析を行い、2005 年 5 月頃の基本設計概要説明調査におい
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て最終的な対象サイトを確定することで双方合意した。 

(3) 機材の調達については、ボリビア国側から最終的に要請のあったサイト 37 箇所に対する機材品
目リストに基づき、今後、日本側が適正となるべく機材の国内解析を行い、2005 年 5 月頃の基
本設計概要説明調査において最終的な対象サイト及び機材品目を確定することで双方合意した。 

(4) ボリビア国側は、本プロジェクトにおいて整備する施設及び機材の維持管理及び各対象サイトが
提供する地域保健医療サービスの質の向上に係る技術支援（ソフト・コンポーネント）の実施を
日本側に対して要請した。 

(5) ベニ県下の保健医療機関が提供する地域保健医療サービスを改善するためには、本プロジェクト
による施設・機材の整備に加え、保健医療従事者の人材育成、地域コミュニティの活用等の人材
開発面での取組み、レファラル及びカウンターレファラルシステムの構築等が必要であることを
双方確認した。かかる認識に基づき、ボリビア国側から日本側に対してこれらの課題に関わる技
術協力の要請があり、日本側は、本プロジェクトと連携した技術協力プロジェクトの実施可能性
につき検討する旨回答した。 

(6) 本プロジェクトを効果・効率的に実施するにあたり、実施機関であるベニ県は、「大衆参加法」
及び「地方分権化法」に基づきベニ県下の地方自治体（市町村）と十分に調整及び手配を行うこ
とが重要であることを双方確認した。 

 
 
添付資料1： 対象サイト位置図 
添付資料2： 責任機関及び実施機関組織図 
添付資料3： 要請施設リスト 
添付資料4： 要請機材リスト 
添付資料5： 無償資金協力の仕組み 

添付資料6： 両国政府の主要負担事項 
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資料 4-2 討議議事録（基本設計概要説明調査時）
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ボリビア国 

ベニ県南部地域医療保健施設改善計画基本設計概要説明調査 

協議議事録 

（仮訳） 

 
 
 独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と記す）は、2005 年 1 月及び 2 月、ボリビア国に対
して「ベニ県南部地域医療保健施設改善計画」に係る基本設計現地調査団を派遣し、ボリビア国
政府関係者との協議、サイト調査、及びその後の日本国内での国内解析を踏まえて基本設計概要
書を取りまとめた。 
 
 今般、JICA は、基本設計概要書の内容をボリビア国政府関係者に説明し、協議することを目的
として、2003 年 5 月 25 日から 6 月 2 日まで、JICA ボリビア事務所の蔵本文吉所長を団長とする
基本設計概要説明調査団（以下「調査団」という）をボリビア国に派遣した。 
 
 協議の結果、双方は附属書に記載された主要事項について確認した。調査団は、さらに調査を
継続し、基本設計調査報告書を取りまとめる。 
 
 

ラパス 
2005 年 6 月 1 日 

 
 
 

  

蔵本 文吉 
団長 
基本設計概要説明調査団 
独立行政法人国際協力機構 

ロサリオ・キロガ・モラレス 
大臣 
保健スポーツ省 
ボリビア国 

 
 
 
 

  

 
フェルナンド・アビラ・チャベス 
知事 
ベニ県 
ボリビア国 

 
 
 
 

  

 
ロドリゴ・カストロ・O  
次官 
大蔵省 
ボリビア国 



A4 - 39 

附属書 

 
 
1 基本設計の内容 

ボリビア国側は、調査団が説明した基本設計概要書の内容について原則的に合意した。計画対
象サイトは添付資料 1に示す通りである。 
 
2 無償資金協力の仕組み 

調査団は、2005 年 2 月 3日に両者が署名した協議議事録の添付資料 5及び 6 に記載されている
日本の無償資金協力の仕組み及びボリビア国側が行う負担事項について説明し、ボリビア国側は
これを理解した。 
 
3 調査日程 

JICA は、基本設計調査報告書を完成させ、2005 年 7 月を目途にボリビア国側に送付する。 
 
4 その他の協議事項 

(1) 日本国側およびボリビア国側の負担区分 
 建設工事および資機材調達に関する日本国側とボリビア国側の負担区分は添付資料 2 に示す通
りである。ボリビア国側は、ボリビア国側負担区分を確実に履行することを約束した。 
 
(2) ボリビア国側分担事項 
1) 用地の確保 
 ベニ県は、計画施設の建設に必要な公共用地が基本設計概要書に示されるとおりに確保されて
いることを調査団へ説明した。ただし、ベニ県は、No.7 CS-San Javier については、既存 CS 施
設を解体撤去して施設を建替える計画としているが、既存 CS 施設近隣の公共用地（既存 CS より
約 100m 北方、敷地面積約 810m2）が本計画に利用可能であるため、サン・ハビエル市との合意に
基づき、建設用地を変更したい旨を調査団に要請した（添付資料 3を参照）。調査団はこの要請を
日本国側に伝達すると述べた。 
 
2) 工事用仮設用地 
 調査団は、工事用仮設用地については、No.1 トリニダ准看護学校、No.3 CS-Loma Suarez、No.6 
CS-Villa Vecinal、No.7 CS-San Javier、No.11 CS-Puerto Siles の 5 サイトにおいて建設資機
材ストック・ヤードとしてそれぞれ 700m2 の用地が建設用地の外に必要となること、さらにトリ
ニダ市内に中央ストック・ヤードとして約3,400m2の用地が必要であることをベニ県へ説明した。
ベニ県は、関係する市との合意に基づき、これら用地を日本側の建設工事開始前までに確保する
ことを約束すると同時に、医療機材の調達においても、一時保管倉庫と警備員等が必要となる場
合には、これを確保することを約束した。 
 
3) インフラ等 
 ベニ県は、No.7 CS-San Javier、No.10 PS-San Pedro Nuevo、No.11 CS-Puerto Siles、No.12 
PS-Santa Rosa de Vigo、No.37 PS-Villa Monasterio の 5 施設については、本年 1 月～2 月の現
地調査期間中、公共電力の供給がなされていなかったが、その後、電力供給が開始されたため、
当該 5 施設を「電力が使用可能な施設」とし、その施設・機材の計画内容を変更するよう、調査
団に要請した（添付資料 3 を参照）。調査団は、この要請を日本国側に伝達すると述べた。 
 
(3) 施設計画 
 調査団は、基本設計概要書に示される施設計画が、一部検討中のものを含み、屋根仕様と給排
水設備計画が、今後、修正される可能性があることをベニ県に説明し、ベニ県はこれを了解した。 
本件に関連し、ベニ県は、特に屋根仕様についてはベニ県の気象条件に充分留意して計画する

よう調査団へ要請した（添付資料 3を参照）。調査団は、この要請を日本国側に伝達すると述べた。 
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(4) 機材計画 
 調査団は、基本設計概要書に示される保健所 7 施設・診療所 11 施設へのモーター・バイクの整
備が実施困難である中、新設診療所 5 施設への整備のみが実施の可能性が残されていること、更
に、診療所 3 施設への船外機付きボート整備が実施困難であることをボリビア国側へ説明した。
ベニ県は、これらの機材の必要性が高いため、基本設計概要書のとおりに計画に盛り込むよう調
査団へ要請した。調査団は、これらを協力対象とすることは困難であることを再度ボリビア国側
に説明するとともに、この旨を日本国側に伝達すると述べた。 
 また、ベニ県は、No.36 Hospital San Ramon の既存歯科診療台が極めて老朽化しているため、
その更新を機材計画に含めるよう調査団に要請した。調査団は、この要請を日本国側に伝達する
と述べた。 
 
(5) 運営・維持管理 
 ベニ県は、大衆参加法 1551 号の規定に従い、本計画の実施完了後は、計画施設・機材の運営・
維持管理業務を関係自治体に委譲し、関係自治体の負担が著しく大きくなる場合には、ベニ県が
県予算で負担軽減を行い、円滑な運営・維持管理を図ることを約束した。 
 
(6) 人員配置 
 本計画の完了後の計画施設・機材の運営・維持管理に必要な人員配置に関し、ボリビア国側は、
大衆参加法 1551 号の規定に従って、保健省が准看護師を除く医療従事者を配置し、ベニ県が准看
護師および必要に応じて正看護師を配置し、更に関係自治体が、必要に応じて事務・その他人員
を配置することを約束した。 
 
(7) 技術協力の必要性 
 ボリビア側は、本計画に連携した形で、日本の技術協力、特に、地域保健医療ネットワーク強
化プログラム（PROFORSA）の導入および実施について日本側に要請した。調査団は、この要請を
日本国側に伝達すると述べた。 
 
 添付資料 1： 計画対象サイト一覧 
 2： 日本国側およびボリビア国側の負担区分 
 3： ベニ県要請書 
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資料 5 事業事前計画表（基本設計時） 
1 案件名 

ボリビア国 ベニ県南部地域医療保健施設改善計画 

2 要請の背景（協力の必要性･位置付け） 

 (1) 本計画対象地であるボリビア共和国（以下ボ国と称する）ベニ県は、ボ国の北部に位置する開発

の遅れたアマゾン川源流の低地である。総面積 21 万 km2で日本の本州に匹敵する広大な土地を有

し、人口はわずか約 36 万人（2001 年国勢調査）で、その 3 分の 2は都市及びその周辺部に集中し、

残りは河川の沿岸部に分散する。雨期（11 月～3 月）には県土の約 40%が冠水するといわれている。

(2) ベニ県の保健概況をみると、5 歳未満児では肺炎（11%）、敗血症（11％）、栄養失調（7%）等によ

る死亡が多く、予防・早期治療や家庭における正しいケアが行われていれば死に至らないはずの疾

患によって死亡している。また、１人の女性が一生の間に産む子供数の平均（合計特殊出生率）は

全国平均 3.8（2004 年）に対しベニ県平均は 4.2（2004 年）で、都市部は 3.9（2004 年）と全国平

均並みであるが農村部では 7.3 と倍近く高い。一方、妊産婦死亡の原因として出血、子癇、危険な

中絶等が上位を占めており、多産傾向の中で周産期ケアが重要であることが示唆されており、総じ

て母子保健分野の対策が必要であることが明らかである。 

(3) このような状況の中、ボ国政府は、中央政策として国家経済社会開発総合計画「プランボリビア

2003-2007 年」を策定すると同時に、2001 年に世界銀行や国際通貨基金（IMF）の支援によって 2015

年までの長期にわたる貧困削減目標を意識した「ボリビア貧困削減戦略（EBRP）」を策定している。

この EBRP を念頭に保健医療セクターでは、開発計画「国家保健政策（2004-2007 年）」が策定され、

「公平なアクセス及び効率的で普遍的な国家統一保健システムの構築」を目標に、「医療の社会保

障拡大」と「組織管理の充実」の 2項目の重点施策が掲げられている。 

(4) 地方行政として、ベニ県は「ベニ県社会経済開発 5 カ年計画（2004-2009）」を策定し、保健分野に

ついては地理的・技術的に医療サービスへのアクセスの公平性が確保されていないことを問題提起

しつつこれを改善するため、「母子無料診療制度の適用範囲拡大」「医療ニーズに適合した保健所の

医療機材の改善」「医療従事者の技術向上」「保健サービス・ネットワークの再構築」「過疎地病院

への専門医配置強化」等を対策項目として掲げている。 

(5) 上記のとおり、同県では小児感染症対策や妊産婦ケアといった母子保健を含むプライマリー･ヘル

スケア（PHC）の強化が緊急の課題となっているものの、PHC 活動の基盤となる地域保健ネットワ

ーク･システムが十分に機能していない。したがって、この問題を解決するため、包括的な施設の

改善と機材整備によるネットワーク強化を通じて地域保健サービスを改善することが必要となっ

ている。 

3 プロジェクト全体計画概要 

（1）プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

 本計画はベニ県南部の地域保健ネットワークを強化するため、住民が直接アクセスする 1次医療施

設である診療所・保健所、及び専門医による受診が可能な 2 次医療施設である県病院へのアクセス

の改善と、保健医療サービスを供給する准看護師を育成することによって保健医療サービスの質を

向上することを目的とし、3 郡（セルカド郡、モホス郡、マモレ郡）の県病院・保健所・診療所・

准看護学校の建て替え、新設及び機材整備を実施するものである。 
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裨益対象の範囲及び規模：ベニ県セルカド郡 8.3 万人、モホス郡 2.2 万人、マモレ郡 1.2 万人の住

民合計約 11.7 万人（2001 年国勢調査） 

 

（2）プロジェクト全体計画の成果 

 ① ベニ県住民が質の高い保健医療サービスにアクセスできる。 

 ② ベニ県南部地域における地域保健ネットワークが強化される。 

 ③ 協力対象施設（医療施設・准看護学校）において公衆衛生普及活動も含めた効果的な運用が行われ

る。 

 

（3）プロジェクト全体計画の主要活動 

① 協力対象施設の施設新築・増築及び機材の調達を行う。 

 ② 協力対象施設の運営に必要な医療従事者を配置する。 

③ 老朽機材の撤去及び運営に必要な機材（家具等）を調達する。 

 ④ 機材操作・管理運用のための技術支援を実施する。 

 

（4）投入(インプット) 

【日本側】 

無償資金協力 8.63 億円 

【相手国側】 

① 医療従事者等の配置 

② 医療施設・設備、機材の運営･維持管理に係る経費 

③ 用地整備と障害物の撤去 

 

（5）実施体制 

責任機関：保健スポーツ省保健総局 

実施機関：ベニ県保健局 

4 無償資金協力案件の内容 

（1）サイト 

ボ国ベニ県セルカド郡、モホス郡、マモレ郡 

（2）概要 

① 対象地域： ベニ県セルカド郡、モホス郡、マモレ郡 

1 准看護学校 施設の建て替え及び医療機材調達 

7 保健所 5 保健所の建て替え、及び全 7 保健所の医療機材調達 

14 診療所 2 診療所の新設及び 1 診療所の建て替え、並びに全 14 診療所
の医療機材調達 

② 内容･規模： 
(計 25 施設) 

3 県病院 2 県病院での増築、及び全 3 県病院の医療機材調達 

県病院･保健所
の医師及び検査
技師 

医療施設における検査機器の検査精度・検査技術の向上によ
る保健医療サービスの質の改善 

③医療従事者
への技術指導 
（ソフト･コン
ポーネント）： 
(計 45 人) 

保健所･診療所
の准看護師 

医療施設における母子保健にかかる保健医療サービスの質の
改善 
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（3）相手国側負担事項 

・建設用地及び工事用仮設施設用地の確保 

・敷地造成、障害物の解体撤去、業務用家具の調達、囲い塀門扉の整備及び電気、給水、通信等の

引き込み工事等 

（4）概算事業費 

8.67 億円（無償資金協力 8.63 億円、ボリビア国側負担 0.04 億円） 

（5）工期 

詳細設計･入札期間を含め約 18 ヶ月（予定） 

（6）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

 特になし。 

5 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 

ベニ県の人口が急激に増減変動しない。 

6 過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし。 

7 プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（1）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

 

（2）評価のタイミング 

施設完成（2007 年）以降 

 

 
 
 
 
 

裨益対象
実施前

(2004年)

施設完成

(2007年)以降

1)
①

県病院・保健所の機材整備による新

規診療サービス（内科、外科、小児
科、産婦人科及び歯科）の供給

県病院2施設（マモレ郡）、保健所5施

設（セルカド郡4施設、マモレ郡1施
設）の対象人口（約10万人）

診療件数：43,760件

手術件数：175件
歯科件数：27,148件
帝王切開件数：546件

増加する

② 保健所・診療所の建て替えと機材整

備による適切な医療サービスへのア
クセス改善

保健所5施設（セルカド郡4施設、マモ

レ郡1施設）及び診療所1施設（セルカ
ド郡1施設）の対象人口（約1.2万人）

診療件数：8,912件 増加する

③
診療所新設による地域保健ネット

ワークの充実・拡大

診療所新設がカバーするトリニダ市内2

施設およびモホス郡の3施設対象人口
（約0.7万人）

診療件数：0件

(該当地区に施設がないた
め)

増加する

2) 医療施設間の連携強化による地域保

健医療サービスの質の改善

保健サービス・ネットワークが構築さ

れる対象3郡の人口（約13万人）

患者搬送数：144件

巡回産後検診数：1,711件
増加する

3)

准看護学校の教育環境の改善
入学可能性のあるベニ県の学生(定員60

名の隔年入学・2年教育）及び再教育で
准看護学校を活用する医療従事者

図書室：なし

実習室：なし
実習機材：不足

図書室、実習室及び実

習機材の整備調達によ
り、供給する教育の質
と輩出する学生の質が
改善する

出典：基本設計調査質問票回答、SNISデータベース2004（保健スポーツ省）

成果指標

保健医療施設へのアクセス改善
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